
北空知衛生センター組合規約  

昭和４１年４月１９日 

組合規約第１号 
改正 昭和４２年１０月 ７日組合規約第１号 平成 ５年 ８月 ６日組合規約第１号  平成１９年 ３月２９日空地政５２５１号  

昭和４４年 ２月 ５日組合規約第１号 平成 ８年 ８月２６日組合規約第１号 平成２２年 ２月 ２日空地政５２１３号 

昭和４５年 ２月１０日組合規約第１号 平成１０年 ２月１６日組合規約第１号 平成２３年 １月１１日市町村１３６４号 

昭和４６年 ６月１６日組合規約第１号 平成１３年１０月 ２日組合規約第１号 平成３０年１０月２６日市町村１２２３号 

昭和４９年 ９月１４日組合規約第１号 平成１４年１１月 １日組合規約第１号 令和元年  １２月１８日市町村１５２５号 

平成 ４年 ５月２７日組合規約第１号 平成１７年１１月２９日空地政３７８９号 

 （組合の名称） 

第１条 この組合は、北空知衛生センター組合（以下「組合」という。）という。 

 （組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町及び沼田町（以下「関係市町」という。）

をもって組織する。 

 （組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。 

（１） し尿及び浄化槽汚泥の処理に関する事務 

（２） 可燃ごみ（生ごみを含む。）の処理（焼却処分を除く。）、不燃ごみの処理及び資源ごみ

の処理に関する事務 

（３） 火葬に関する事務 

 （組合の事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、深川市一已町字一已 1863 番地北空知衛生センターに置く。 

 （組合の議会の組織及び議員の選挙の方法） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は９人とする。 

２ 組合議員は、関係市町の議会の議員のうちから当該市町の議会で選挙した者とし、その定

数区分は次のとおりとする。 

（１）深川市  ４人 

（２）妹背牛町 ２人 

（３）秩父別町 １人 

（４）北竜町  １人 

（５）沼田町  １人 

 （組合議員の任期） 

第６条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員としての任期による。 

２ 組合議員は、関係市町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。 

３ 組合議員が欠けた場合は、関係市町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなけれ

ばならない。 

 （議長及び副議長） 

第７条 組合議会は、組合議員の中から議長及び副議長各１人を選挙しなければならない。 

２ 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。 

 （組合の執行機関の組織及び選任の方法） 

第８条 組合に、組合長及び副組合長を置く。 

２ 組合長は、組合事務所所在地の市町長をもってあてる。 

３ 副組合長は、組合長を除く関係市町の長をもってあてる。 



 （組合長及び副組合長の任期） 

第９条 組合長及び副組合長の任期は関係市町のそれぞれの職の任期による。 

 （会計管理者） 

第１０条 組合に会計管理者１人を置く。 

２ 会計管理者は、関係市町の会計管理者のうちから組合長が任命する。 

 （補助職員） 

第１１条 第８条及び第１０条に規定する者のほか、この組合に必要な職員を置く。 

２ 前項の職員は、組合長が任免する。 

 （監査委員） 

第１２条 組合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、組合長が議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから各１人

を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４年とし、組合議

員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期による。ただし、後任者が選任される

までの間は、その職務を行うことを妨げない。 

 （組合の経費の支弁の方法） 

第１３条 組合の経費は、関係市町の分賦金、使用料、手数料及びその他の収入をもってあて

る。 

２ 分賦金の負担割合は、次のとおりとする。 

議会費、監査委員費、

公平委員会費 

 均等割 

し尿及び浄化槽汚泥

の処理に要する経費 

施設の建設に要する

経費（公債費を含む。） 

均等割 １０％ 

し尿処理施設整備計画書における各市町

のし尿及び浄化槽汚泥の収集人口に比例

した割合 ９０％ 

上記の経費を除くそ

の他の経費 

前年度９月末日現在における過去１年間

の各市町のし尿及び浄化槽汚泥の収集量

に比例した割合 

可燃ごみ（生ごみを

含む。）の処理（焼却

処分を除く。）、不燃

ごみの処理及び資源

ごみの処理に要する

経費 

施設の建設に要する

経費（公債費を含む。） 

均等割 １０％ 

前年度９月末日現在における過去１年間

の各市町のごみの処理量に比例した割合 

９０％ 

上記の経費を除くそ

の他の経費 

前年度９月末日現在における過去１年間

の各市町のごみの処理量に比例した割合 

火葬に関する経費 施設の建設に要する

経費（公債費を含む。） 

均等割 １０％ 

前年度９月末日現在の各市町の住民基本

台帳人口に比例した割合 ９０％ 

上記の経費を除くそ

の他の経費 

前年度９月末日現在の各市町の住民基本

台帳人口に比例した割合 

  



（その他） 

第１４条 その他必要な事項は組合長がこれを定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この規約は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （事務の承継） 

第２条 組合は、平成３１年３月３１日をもって解散した北空知葬斎組合の事務を承継する。 

 （経過措置） 

第３条 この規約の施行の日の前日において、改正前の規約の規定により組合議会の議長、副

議長、関係市町の議会の議員のうちから当該市町の議会で選挙された組合議員、組合長、会

計管理者及び監査委員の職にあった者は、この規約の施行の日において、それぞれ相当規定

に基づき当該職に選任されたものとみなす。この場合において、監査委員の任期の末日は、

従前の任期の末日と同日とする。 

２ この規約の施行の日の前日において、改正前の規約の規定により、関係市町の長である組

合議員及び副組合長の職にあった者の任期は、改正前の規約の規定にかかわらず、同日限り

とする。 

   附 則（令和元年１２月１８日市町村第１５２５号指令） 

 この規約は、令和２年４月１日から施行する。 

 


